
第３．食  中  毒 
 
１．調査の目的 
  食中毒統計調査は、食中毒の患者ならびに食中毒死者の発生状況を的確に把握し、食品衛生

対策の基礎資料を得ることを目的とする。 
 
２．調査の対象及び期間 
  食品衛生法(昭和２２年法律第２２３号)第５８条第１項の規定により医師から届け出られた
食中毒患者・その疑いのある者・死者で、平成１５年１月から１２月までに発病し、平成１６

年３月３１日までに厚生労働省に報告があったものである。 
 
３．調査の方法及び系統 
  患者を診断した医師からの届出に基づき、保健所は調査票を作成し、都道府県知事を経由し

て厚生労働省に提出する。 
 
 厚生労働省   都道府県   （保健所設置市・特別区）   保健所   医 師 
         指定都市 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




